
海 上 自 衛 隊 訓 令 第 ２ ２ 号

自 衛 隊 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ９ 年 政 令 第 １ ７ ９ 号 ） 第 ３ ２

条 の 規 定 に 基 づ き 、 対 潜 評 価 隊 の 編 制 に 関 す る 訓 令 を 次

の よ う に 定 め る 。

平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ２ ７ 日

防 衛 大 臣 中 谷 元

対 潜 評 価 隊 の 編 制 に 関 す る 訓 令

（ 任 務 ）

第 １ 条 対 潜 評 価 隊 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 業 務 を 行 う こ

と を 任 務 と す る 。

⑴ 対 潜 戦 に お け る 部 隊 の 運 用 に 関 す る デ ー タ の 収 集

及 び 処 理 に 関 す る こ と 。

⑵ 対 潜 戦 に お け る 部 隊 の 運 用 に 関 す る 評 価 、 提 言 並

び に 調 査 及 び 研 究 に 関 す る こ と 。

⑶ 対 潜 戦 術 の 開 発 及 び 改 善 に 必 要 な 資 料 （ 以 下 「 対

潜 戦 術 資 料 」 と い う 。 ） の 収 集 、 処 理 及 び 配 布 に 関

す る こ と 。

⑷ 対 潜 戦 術 の 分 析 及 び 指 導 並 び に 対 潜 戦 術 の 開 発 及



び 改 善 に 関 す る 調 査 及 び 研 究 に 関 す る こ と 。

⑸ 対 潜 戦 に 関 す る 装 備 品 の 分 析 、 指 導 並 び に 調 査 及

び 研 究 に 関 す る こ と 。

（ 司 令 及 び 副 長 ）

第 ２ 条 対 潜 評 価 隊 の 長 は 、 対 潜 評 価 隊 司 令 （ 以 下 「 司

令 」 と い う 。 ） と す る 。

２ 司 令 は 、 １ 等 海 佐 を も っ て 充 て る 。

３ 司 令 は 、 海 洋 業 務 ・ 対 潜 支 援 群 司 令 の 指 揮 監 督 を 受

け 、 対 潜 評 価 隊 の 隊 務 を 統 括 す る 。

４ 対 潜 評 価 隊 に 、 副 長 １ 人 を 置 く 。

５ 副 長 は 、 司 令 を 助 け 、 事 務 を 整 理 し 、 司 令 に 事 故 が

あ る と き 、 又 は 司 令 が 欠 け た と き は 、 司 令 の 職 務 を 行

う 。

（ 編 制 ）

第 ３ 条 対 潜 評 価 隊 に 、 総 務 科 及 び 次 の ２ 部 を 置 く 。

評 価 部

分 析 部

（ 総 務 科 ）



第 ４ 条 総 務 科 に お い て は 、 次 の 事 務 を つ か さ ど る 。

⑴ 公 印 の 保 管 、 文 書 及 び 統 計 に 関 す る こ と 。

⑵ 人 事 及 び 福 利 厚 生 に 関 す る こ と 。

⑶ 秘 密 の 保 全 に 関 す る こ と 。

⑷ 会 計 及 び 物 品 の 取 扱 い に 関 す る こ と 。

⑸ 施 設 の 維 持 管 理 に 関 す る こ と 。

⑹ 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 対 潜 評 価 隊 の 所 掌 事

務 で 他 の 所 掌 に 属 し な い も の に 関 す る こ と 。

（ 評 価 部 ）

第 ５ 条 評 価 部 に 、 次 の ２ 科 を 置 く 。

評 価 科

研 究 科

（ 評 価 科 ）

第 ６ 条 評 価 科 に お い て は 、 次 の 事 務 を つ か さ ど る 。

⑴ 対 潜 戦 に お け る 部 隊 の 運 用 に 関 す る 計 画 の 評 価 に

関 す る こ と 。

⑵ 対 潜 戦 に 関 す る 部 隊 の 能 力 評 価 に 関 す る こ と 。

⑶ 対 潜 戦 に お け る 部 隊 の 運 用 の 改 善 に 資 す る た め の



提 言 に 関 す る こ と 。

（ 研 究 科 ）

第 ７ 条 研 究 科 に お い て は 、 次 の 事 務 を つ か さ ど る 。

⑴ 対 潜 戦 術 資 料 の 収 集 、 分 析 、 評 価 、 作 成 、 整 理 、

保 管 及 び 配 布 に 関 す る こ と 。

⑵ 対 潜 戦 術 の 開 発 及 び 改 善 に 関 す る 調 査 及 び 研 究 に

関 す る こ と 。

⑶ 前 ２ 号 の 事 務 を 行 う た め に 必 要 な 海 洋 資 料 及 び 水

中 の 音 響 資 料 の 収 集 及 び 処 理 に 関 す る こ と 。

⑷ 対 潜 戦 に 関 す る 装 備 品 の 調 査 及 び 研 究 に 関 す る こ

と 。

⑸ 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 対 潜 戦 に お け る 部 隊

の 運 用 の 改 善 に 必 要 な 調 査 及 び 研 究 に 関 す る こ と 。

⑹ 対 潜 戦 術 及 び 対 潜 戦 に 関 す る 装 備 品 の 用 法 に 関 す

る 指 導 に 関 す る こ と 。

（ 分 析 部 ）

第 ８ 条 分 析 部 に 、 次 の ２ 科 を 置 く 。

分 析 科



処 理 科

（ 分 析 科 ）

第 ９ 条 分 析 科 に お い て は 、 対 潜 戦 術 及 び 対 潜 戦 に 関 す

る 装 備 品 の 分 析 に 関 す る 事 務 を つ か さ ど る 。

（ 処 理 科 ）

第 １ ０ 条 処 理 科 に お い て は 、 次 の 事 務 を つ か さ ど る 。

⑴ 対 潜 戦 に お け る 部 隊 の 運 用 に 関 す る デ ー タ の 収 集

及 び 処 理 に 関 す る こ と 。

⑵ 前 号 に 掲 げ る 事 務 に 関 す る デ ー タ の 収 集 要 領 の 調

査 及 び 研 究 に 関 す る こ と 。

（ 部 長 及 び 科 長 ）

第 １ １ 条 部 に 部 長 、 科 に 科 長 を 置 く 。

⑴ 部 長 は 、 司 令 の 命 を 受 け 、 部 務 を 掌 理 す る 。

⑵ 科 長 は 、 部 長 （ 総 務 科 長 に あ っ て は 、 司 令 ） の 命

を 受 け 、 科 務 を 掌 理 す る 。

（ 委 任 規 定 ）

第 １ ２ 条 こ の 訓 令 に 定 め る も の の ほ か 、 対 潜 評 価 隊 の

内 部 組 織 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 海 上 幕 僚 長 が 定 め る 。



附 則

こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ ７ 年 １ ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。


